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○
都
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メ
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本
部
等
の
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則
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規

則

都
庁
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
本
部
等
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
四
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
四
号

都
庁
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
本
部
等
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

都
庁
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
本
部
等
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
東
京
都
規
則
第
百
六

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
構
成
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
学
識
経
験
を
有
す
る
者
か
ら
、
意
見
又
は
説
明
を
聴

く
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
法
令
若
し
く
は
条
例
の
規
定
に
よ
る
会
議
等
又
は
次
条
第
四
項
の
規
定
に
該
当
す
る
会

議
等
に
付
議
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
条
第
二
号
中
「
基
本
的
な
」
を
「
都
政
に
お
け
る
基
本
的
な
」
に
改
め
、
同
条
中
第
四
号
及
び

第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
六
号
中
「
重
要
な
」
の
下
に
「
施
策
及
び
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
四
号

と
し
、
同
条
中
第
七
号
を
第
五
号
と
す
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中
「
付
議
手
続
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４

教
育
長
又
は
局
長
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
案
に
つ
い
て
情
報
の
共
有
を
図
り
、
審
議
策
定
す

る
会
議
等
の
う
ち
、
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
構
成
す
る
も
の
と
し
て
政
策
企
画
局
長
の
承

認
を
得
た
会
議
等
に
つ
い
て
は
、
都
庁
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
本
部
へ
の
付
議
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
政
策
企
画
局
長
の
承
認
を
得
た
会
議
等
に
つ
い
て
は
、
都
庁
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

本
部
へ
付
議
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
七
条
中
「
原
則
と
し
て
毎
週
一
回
」
を
「
必
要
に
応
じ
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
が
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
都
庁
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
本
部
を
書
面
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
開
催

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
が
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
庁
議
を
書
面
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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